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　　　  このことについては、平成13年９月11日付管第420号で、主にコンクリート殻を再資源化した再生クラッ
シャーラン（Rcc）と、主にアスファルト・コンクリート殻を再資源化した再生クラッシャーラン（Rca）及
びコンクリート殻と新材をブレンドした再生クラッシャーラン（Rcbc）の使用について通知しているところ
ですが、このたびコンクリート殻とアスファルト・コンクリート殻をブレンドした再生クラッシャーラン
（Rcac）について使用区分を明確化することとしました。
　ついては、再生クラッシャーランの使用について、別紙「再生クラッシャーラン使用要領」のとおり定め
たので、平成14年４月１日以降起工する工事から適用してください。
　なお、平成13年９月11日付管第420号で通知した「再生クラッシャーランの使用について」は廃止しま
す。

（別　紙）

再生クラッシャーラン使用要領

　公共建設工事においては、工事現場から40㎞の範囲内に再生資源化施設がある場合は、経済性にかかわら
ず原則として再生クラッシャーランを使用することとし、使用要領は以下のとおりとする。

１　小構造物の基礎材、裏込材、仮設道路の路盤材への適用基準
①コンクリート殻100％の再生クラッシャーラン（以下「Rcc」という。）またはコンクリート殻とアス
ファルト・コンクリート殻100％の再生クラッシャーラン（以下「Rcac」という。）を最優先とする。

②RccまたはRcacが必要量確保できない場合又は品質が確保できない場合は、アスファルト・コンクリー
ト殻と新材をブレンドした再生クラッシャーラン（以下「Rca」という。）を使用する。

③Rcc、Rcac及びRcaが必要量確保できない場合又は品質が確保できない場合は、コンクリート殻と新材
をブレンドした再生クラッシャーラン（以下「Rcbc」という。）を使用する。

④上記①～③において、再生クラッシャーランが必要量確保できない場合又は品質が確保できない場合
は、新材を使用する。

２　下層路盤材への適用基準
    ①Rcaを最優先とする。
　　②Rcaが必要量確保できない場合又は品質が確保できない場合は、RccまたはRcacを使用する。
　　③Rca、Rcc及びRcacが必要量確保できない場合又は品質が確保できない場合は、Rcbcを使用する。

④上記①～③において、再生クラッシャーランが必要量確保できない場合又は品質が確保できない場合
は、新材を使用する。

再生クラッシャーランの記号一覧

記号 再生クラッシャーランの種類

Rcc コンクリート殻100％の再生クラッシャーラン

Rcac コンクリート殻とアスファルト殻100％の再生クラッシャーラ
ン

Rca アスファルト殻と新材をブレンドした再生クラッシャーラン

Rcbc コンクリート殻と新材をブレンドした再生クラッシャーラン
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